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　　　①　中丹広域振興局（監査実施年月日：平成29年
10月10日～13日・16日・11月15日）

　　　　（指摘）
　　　　　保管現金の不適切な管理状況が再発している

事例が認められた。
　　　　（措置の内容）
　　　　　収入証紙購入者ごとに現金確認表を作成し、

必ず複数人によるチェックを行い、預かり金、
券面額、つり銭について相手方の目前で復唱す
ることを徹底することとした。

　　　　　また、複数人によるチェックを徹底するた
め、新たに経理員を任命し、チェック体制の強
化を図るとともに、収入証紙事務確認手順書を
作成し、毎日の作業手順の確認を徹底すること
とした。

　　　　　さらに、つり銭誤り防止策として、窓口にコ
インケースを設置し、硬貨と紙幣を分けて収納
保管するとともに、平成30年度からは窓口用つ
り銭を２万円から２万５千円に増額し、５千円
札を準備することとした。

　　　②　丹後広域振興局（監査実施年月日：平成29年
11月７日～10日・30日）

　　　　（指摘）
　　　　　報償費及び旅費の支払が著しく遅延している

事例が認められた。
　　　　（措置の内容）
　　　　　監査終了後、課内会議において、改めて支払

遅延が府民の信用を失墜させる行為であること
について、所属長から職員全員に訓示を行うと
ともに、支払事務スケジュールの情報に関する
ファイルを課内共有フォルダで管理することに
より所属内全体で情報共有し、担当副室長と担
当外の副室長が二重にチェックすることとした。

　　　　　また、今後は謝金管理システムの活用を徹底
することとし、会計事務月次チェック時に組織
的チェックを行うことを職員間で再確認した。

　　⑵　教育委員会
　　　　府立南山城支援学校（監査実施年月日：平成29

年12月８日）
　　　　（指摘）
　　　　　管理している物品を不用及び廃棄の決定を行

うことなく廃棄している事例が認められた。
　　　　（措置の内容）
　　　　　当該物品については、平成30年１月25日付け

で廃棄手続を完了した。
　　　　　また、平成30年２月の職員会議において全職

員に対し、物品を適正に管理し、廃棄の際には
担当者間で十分連携の上、会計規則等に基づく
適正な事務処理を行うよう周知・徹底した。

　【特別財務調査】
　　○現金等保管状況調査
　　　農林水産部
　　　　農林水産技術センター（監査実施年月日：平成
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29年11月９日）
　　　　（指摘）
　　　　　現金領収事務に不備がある事例及び所属長月

例点検等が実施されていない事例が認められた。
　　　　（措置の内容）
　　　　　現金領収時の領収書交付については、金銭登

録機のレシート交付で対応することとし、３月
５日付けで会計管理者の承認を得、３月９日に
金銭登録機を購入した。

　　　　　所属長月例点検等については、会計事務月次
点検実施要領の内容を再度確認し、公金管理の
不正防止等の観点から所属長が自ら実施するも
のであることを認識した。なお、平成29年11月
からは、毎月初めの週に実施しており、点検後
直ちに、農林センターに点検簿の写しを提出し
ている。

　　　　　また、監査日までの未実施分の会計事務月次
チェックについては、事後ではあるが出力済み
の帳票により点検を実施し、平成29年10月分
（11月14日所属長確認）以降は毎月確実に実施
している。

　【例月出納検査】
　　　農林水産部
　　　　森づくり推進課（監査実施年月日：平成29年12

月21日・26日）
　　　　（指摘）
　　　　　報償費及び旅費の支払が著しく遅延している

事例が認められた。
　　　　（措置の内容）
　　　　　監査終了後直ちに課内全員に指摘事項を周知

し、他に遅延案件がないか点検を行うととも
に、報償費等について適切かつ速やかな支払を
行うよう注意喚起を行い、再発防止を図った。

　　　　　現在は、平成29年７月に導入された「謝金管
理システム」に事前に登録することとし、会計
事務月次チェック時に支払い漏れの有無につい
て、主管課及び森づくり推進課で二重チェック
を実施している。


